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問合せ先　□市 総合政策グループ　☎52－1111（内線365）

～ 「思いやり　支え合い　手と手をつなぐ　大家族たかはま」の実現をめざして ～

第６次高浜市総合計画推進会議③
目標達成状況の点検・確認を実施します！

第６次高浜市総合計画推進会議③
目標達成状況の点検・確認を実施します！

「こんなまちにしていこう！」といったまちづくりの目標や取組内容をまとめた中期基本計画（計画期間：平成
26～29年度）を実効性のあるものとしていくためには、PDCAサイクル＊に基づき、目標の達成状況の点検・検証
などを行っていくことが大切です。
第３回・第４回の総合計画推進会議では、中期基本計画に掲げる11目標について、行政がとりまとめた内部点

検・確認結果を発表し、高浜市をよりよいまちにしていくためにはどうしたらよいか、目標の達成に向けて改善すべ
き課題や今後の取組みにつながるアイデアなどについて、委員と意見交換を行う予定です。
点検・確認にあたっての着眼点、開催日程などについて紹介します。
＊PDCAサイクル：計画（Plan）し、実行（Do）し、その結果を評価・検証（Check）し、改善策や次の施策に活かしていく（Action）こと

◆総合計画推進会議は傍聴可能です。
◆総合計画や総合計画推進会議の詳しい内容は、市公式ホームページのトップページのバナー「第６次高浜市総合計
画」をクリック！

■第３回・第４回総合計画推進会議の日程・内容 〔予定〕

■点検・確認項目と着眼点

◆平成26年度に実施した取
組内容は、目標達成のため
の手段として適切だったか。

◆目標に向かってきちんと進
んでいるか。

◆要因・課題分析は的確か。

◆課題解決に向けた新たな
取組み（案）や見直し・改善
（案）は、課題を的確にふま
えており、目標達成に資す
る内容となっているか。

◆目標の達成に向けて、平成26年度にどんなこと
に力を入れて取り組んできたかを振り返る。

目標達成の
ための主な取組み

【ＤＯ】

目標の
達成状況と結果分析
【ＣＨＥＣＫ】

課題と
今後の取組み
【ＡＣＴＩＯＮ】

点検・確認の結果を
活用・反映

◆市民意識調査結果やみんなで目指すまちづくり
指標の推移をふまえ、指標（目標）が達成できた
（達成できなかった）要因・課題などを分析する。

◆すぐに実行に移せるものは実行中の事業に反映する。
◆予算措置などが必要で、すぐに実行できないものは、平成28年度アクションプラン策定の
際の検討材料として活用する。

◆STEP①・②をふまえ、取組みから見えてきた課
題や新たな課題を整理する。

◆どのように課題解決に取り組んでいこうと考え
ているのか、新たな取組み（案）や見直し・改善
（案）をまとめる。

ＳＴＥ
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ＳＴＥ
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点検・確認項目 着眼点

第３回
7月29日（水）
午後7時～8時30分

日程

第４回
８月５日（水）
午後7時～8時30分

内容（発表・意見交換を行う目標）

目標（１）まちへの想いを育み、未来を切り開くチカラを高めます　　　　【自治推進】
目標（２）将来を見据えた計画的・効果的な財政運営を行います　　　　　【財政運営】
目標（３）人と学びの輪を広げ、まちのチカラを育みます　　　　　　　　【生涯学習】
目標（４）学校・家庭・地域が連携を深め、12年間の学びや育ちをつなげます

【学校教育】
目標（５）地域ぐるみで子育ち・子育てを支えます　　　　　　　　【子育ち・子育て】

目標（６）産業を活性化して、まちを元気にします　　　　　　　　　　【産業・観光】
目標（７）みんなでまちをきれいにします　　　　　　　　　　　　　　【環境美化】
目標（８）ハーモニーを奏でる快適な都市空間をつくります　　　　　　【都市基盤】
目標（９）安全・安心が実感できる地域づくりを進めます　　　　　　　【防犯・防災】
目標（10）一人ひとりを認め合い、その人らしく暮らせるまちづくりを進めます

【地域福祉】
目標（11）一人ひとりの元気と健康づくりを応援します　　　　　　　　【健康】
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介護サービスの利用者負担割合は一律１割でしたが、次の両方にあてはまる方は、８月利用分から２割に
なります。なお、市独自の介護サービスである「居宅介護支援券」（21ページ参照）、「住宅改修費補助」の
利用者負担割合も、同様の割合となります。
　　①65歳以上で本人の合計所得金額が160万円以上
　　②同一世帯の65歳以上の方の年金収入とそのほかの合計所得金額の合計が単身で280万円以上、２人
　　　以上世帯で346万円以上

※合計所得金額とは…
収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことです。

※要支援・要介護等の認定を受けている方には、７月中に、利用者負担割合（１割または２割）を記載した
「介護保険負担割合証」を送付します。

問合せ先　いきいき広場内介護保険・障がいグループ　☎52－9871

施設サービス利用者の食費・居住費については、低所得の方（市民税非課税世帯）を対象に負担軽減を行
っていましたが、８月からは、次の要件が追加されます。
　　①預貯金などの金額が、単身で1,000万円、夫婦で2,000万円以下であること
　　②配偶者が本人と別の世帯にいる場合は、その配偶者も市民税が非課税であること

※「介護保険負担限度額認定証」の交付を受けている方には、７月中に申請の案内をします。

介護サービスの利用者負担には、月々の負担の上限額があり、上限額を超えた場合は、高額介護サービス
費が支給されます。
これまで、市民税課税世帯の方の上限額は、月額３万7,200円でしたが、同一世帯内に課税所得145万

円以上の65歳以上の方がいる場合は、４万4,400円となります。
※ただし、同一世帯内の65歳以上の方の収入が、１人のみの場合383万円、２人以上の場合520万円に満
たない場合は、申請により、３万7,200円となります。

※課税所得とは…
収入から公的年金等控除、必要経費、基礎控除、所得控除などを差し引いた後の金額です。

○高額介護サービス費の基準が変わります

○低所得の施設利用者の食費・居住費負担軽減要件が変わります
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８月から介護保険制度が変わります


